
変更適用 

 

総合評価条件付き一般競争入札公告共通事項（施工体制確認型）中、 

 

３ （１） を次のように読み替える。 

 提出する書類等（以下「申請書等」という。）は、入札公告に示す競争参加資格確認申請

の受付期間に郵送により提出を行うこと。 

 

３ （２） を次のように読み替える。 

 申請書等を提出する場合、「提出書類通知書」を添付すること。 

 

３ （３） を次のように読み替える。 

 申請書の受付票は、提出すべき申請書等を確認の上、交付する。 

 

３ （６） を次のように読み替える。 

 「電子入札システム」を「入札担当部署」に読み替える。 

 

３ （７） の一部を次のように読み替える。 

 「入札及び契約に係る苦情処理要領」を「栃木県道路公社入札及び契約に係る苦情処理要

領」に読み替える。 

 

７ （１） の一部を次のように読み替える。 

 「栃木県低入札価格調査制度事務処理要領」を「栃木県道路公社低入札価格調査制度（土

木工事（電気通信設備工事を除く、建築工事及び設備工事）事務処理要領」に読み替える 

 

１０ （１） を次のように読み替える。 

 入札に際し、入札書に記載される入札価格に対応した工事費内訳書の提出を求める。 

なお、工事費内訳書の一式を入札公告に示す入札書の提出期限までに、「提出書類通知書」

を添付し提出すること。 

 

１０ （２） を削除する。 

 

１０ （３） を次のように読み替える。 

 工事費内訳書には、次の事項を記載すること。 

 なお、栃木県道路公社低入札価格調査制度（土木工事（電気通信設備工事を除く）、建築

工事及び設備工事）事務処理要領及び栃木県道路公社低入札価格調査制度（土木工事に属す

る電気通信設備工事）事務処理試行要領に基づく、低入札調査基準価格が設定されている工

事において、工事費内訳書の内容が栃木県道路公社の「入札における工事費（委託費）内訳

書取扱要領」第７条第１項第３号から第６号に該当する場合は、当該入札者を失格とする。 



ア 入札参加者名、工事名、工事箇所名及び設計書等に記載する項目と同項目 

イ 工事費の内訳となる各項目に対応した数量、単位及び金額（建築工事にあっては、 

各項目に対応した金額）並びに合計額 

 

 

１１ （１） を次のように読み替える。 

 入札書は、入札公告に示す入札書の提出期限までに入札担当部署へ郵送すること。この場

合、入札書及び工事費内訳書は二重封筒により提出するものとし、入札書を入札用封筒に入

れて封かんし、別の封筒に工事費内訳書の一式を入れて封かんの上、あわせて外封筒に入れ

て封かんすること。外封筒には、工事名、工事箇所及び入札者の商号又は名称を記載し、入

札書在中の旨を朱書きすること。 

 

１１ （２） を次のように読み替える。 

 入札を辞退する場合は、辞退届を提出すること。 

辞退届を提出せず、（１）の提出期限までに入札書を提出しなかった場合は、入札を辞退し

たものとみなす。 

 

１１ （３） を次のように読み替える。 

 入札に際しては、地方自治法、地方自治法施行令、栃木県財務規則、栃木県建設工事等執

行規則及び栃木県道路公社会計規程等を守ること。 

 

１２ （１） カ を次のように読み替える。 

 栃木県道路公社低入札価格調査制度（土木工事（電気通信設備工事を除く）、建築工事及

び設備工事）事務処理要領及び栃木県道路公社低入札価格調査制度（土木工事に属する電気

通信設備工事）事務処理試行要領に基づく、低入札調査基準価格が設定されている工事にお

いて、工事費内訳書の内容が栃木県道路公社の「入札における工事費（委託費）内訳書取扱

要領」第７条第１項第１号又は第２号に該当したとき。 

 

１３ （１） の一部を次のように読み替える。 

 「栃木県入札情報システム」を「栃木県道路公社ホームページ」に読み替える。 

 

１３ （４） の一部を次のように読み替える。 

 「栃木県入札情報システム」を「栃木県道路公社ホームページ」に読み替える。 

 

１４ （１） を次のように読み替える。 

 開札は、入札公告に示す開札の日時に、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

 

１５ （４） の一部を次のように読み替える。 

 「入札及び契約に係る苦情処理要領」を「栃木県道路公社入札及び契約に係る苦情処理要

領」に読み替える。 



 

１６ （３） の一部を次のように読み替える。 

 「電子入札システムにより通知」を「栃木県道路公社ホームページにより公表」に読み替

える。 

 

２１ の一部を次のように読み替える。 

 「低入札価格調査制度」を「栃木県道路公社低入札価格調査制度」に読み替える。 

 

２１ ア、イ、ウ、エの一部を次のように読み替える。 

 「栃木県建設工事請負契約書」を「栃木県道路公社建設工事請負契約書」に読み替える。 

 

２２ （１）（２）（６） を削除する。 

 

２２ （３）（４）（５） の一部を次のように読み替える。 

 「栃木県ホームページから」を「栃木県道路公社ホームページから」に読み替える。 

「https://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/pref/nyuusatsu/koukyou/tender-dl-top.html」を 

「https://www.totidoko.or.jp/keiyaku/」に読み替える。 

 

２３ を削除する。 

 

２４ （１） の一部を次のように読み替える。 

 「栃木県建設工事請負契約書」を「栃木県道路公社建設工事請負契約書」に読み替える。 

 

２５ 表中の一部を削除する。 

「宇都宮土木事務所管内」、「鹿沼土木事務所管内」、「日光土木事務所管内」、「真岡土木事

務所管内」、「栃木土木事務所管内」、「矢板土木事務所管内」、「大田原土木事務所管内」、「烏

山土木事務所管内」、「安足土木事務所管内」を削除する。 


